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障害福祉サービス利用申請の流れ（磐田市独自） 

 

  
サービス利用申請（障害者手帳等、マイナンバーカード） 

認定調査（80 項目） 

医師の意見書の提出（24 項目）【病院→福祉課】 

審査・判定【福祉課】 

障害支援区分の認定（１～６） 

サービス等利用計画の作成依頼 

・相談支援事業所との契約（13 事業所） 

・面談→計画作成→福祉課提出 

支給決定【福祉課】 

障害福祉サービス受給者証の発行 

サービス担当者会議 

本人及び家族、サービス提供事業者、相談支援事業所、等 

サービス提供事業所との契約 

利用開始 

モニタリング（3 ヶ月または 6 か月） 

サービス利用更新（1 年または 3 年） 

サービス終了時モニタリング 
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障害福祉サービス利用申請の流れ（一般的なもの） 

 

  
サービス利用申請（障害者手帳等、マイナンバーカード） 

認定調査（80 項目） 

医師の意見書の提出（24 項目）【病院→福祉課】 

審査・判定【福祉課】 

障害支援区分の認定（１～６） 

サービス等利用計画案の作成依頼 

・相談支援事業所との契約（13 事業所） 

・面談→計画作成→福祉課提出 

支給決定【福祉課】 

障害福祉サービス受給者証の発行 

サービス担当者会議 

本人及び家族、サービス提供事業者、相談支援事業所、等 

サービス等利用計画の作成 

計画作成→福祉課提出 

サービス提供事業所との契約 

利用開始 

モニタリング（3 ヶ月または 6 か月） 

サービス利用更新（1 年または 3 年） 



 3 / 5 

 

1. 移動や動作等の関連する項目（12 項目） 

1-1 寝返り 1-2 起き上がり 1-3 座位保持 1-4 移乗 

1-5 立ち上がり 1-6 両足での立位保持 1-7 片足での立位保持 1-8 歩行 

1-9 移動 1-10 衣服の着脱 1-11 じょくそう 1-12 えん下 

2. 身の回りの世話や日常生活等に関連する項目（16 項目） 

2-1 食事 2-2 口内清潔 2-3 入浴 2-4 排尿 

2-5 排便 2-6 健康・栄養管理 2-7 薬の管理 2-8 金銭の管理 

2-9 電話等の利用 2-10 日常の意思決定 2-11 危機の認識 2-12 調理 

2-13 掃除 2-14 洗濯 2-15 買い物 2-16 交通手段の利用 

3. 意思疎通等に関連する項目（6 項目） 

3-1 視力 3-2 聴力 3-3 コミュニケーション 3-4 説明の理解 

3-5 読み書き 3-6 感覚過敏・感覚鈍麻   

4. 行動障害に関連する項目（34 項目） 

4-1 被害的・拒否的 4-2 作話 4-3 感情が不安定 4-4 昼夜逆転 4-5 暴言暴行 

4-6 同じ話をする 4-7 大声・奇声を出す 4-8 支援の拒否 4-9 徘徊 4-10 落ち着きがない 

4-11 外出して戻れない 4-12 1 人で出たがる 4-13 収集癖 4-14 物や衣類を壊す 4-15 不潔行為 

4-16 異食行動 4-17 ひどい物忘れ 4-18 こだわり 4-19 多動・行動停止 4-20 不安定な行動 

4-21 自らを傷つける行

為 

4-22 他人を傷つける行

為 

4-23 不適切な行為 4-24 突発的な行動 4-25 過食・反すう等 

4-26 そう鬱状態 4-27 反復的行動 4-18 対人面の不安緊張 4-29 意欲が乏しい 4-30 話がまとまらな

い 4-31 集中力が続かない 4-32 自己の過大評価 4-33 集団への不適応 4-34 多飲水・過飲水  

5. 特別な医療に関連する項目（12 項目） 

5-1 点滴の管理 5-2 中心静脈栄養 5-3 透析 5-4 ストーマの処置 

5-5 酸素療法 5-6 レスピレーター 5-7 気管切開の処置 5-8 疼痛の看護 

5-9 経管栄養 5-10 モニター測定 5-11 じょくそうの処置 5-12 カテーテル 
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・支給期間が切れると利用者は更新申請が必要となり、また相談支援事業所はサービス等

利用計画の更新が必要となる。複数サービスを利用している場合、サービス等利用計画

の更新は支給期間が長い方に依存する。 

支給決定に関する月単位基準支給量（時間） 

サービス名 区分 1 区分 2 区分 3 区分 4 区分 5 区分 6 

居宅介護（身体介護） 12 15 22 41 65 94 

居宅介護（家事援助） 16 21 30 56 89 128 

重度訪問介護    154 193 275 

同行援護 67 67 67 67 67 67 

行動援護   38 51 68 88 

 サービス種別 支給期間 モニタリング期間 

介
護
給
付 

居宅介護 1 年 3 ヶ月 

重度訪問介護 1 年 3 ヶ月 

同行援護 1 年 3 ヶ月 

行動援護 1 年 3 ヶ月 

短期入所 1 年 3 ヶ月 

重度障害者等包括支援 1 年 3 ヶ月 

療養介護 3 年 6 か月 

生活介護 3 年 6 か月 

施設入所支援 3 年 6 か月 

訓
練
等
給
付 

自立訓練（機能訓練） 1 年 3 ヶ月 

自立訓練（生活訓練） 1 年 3 ヶ月 

宿泊型自立訓練 1 年 3 ヶ月 

就労移行支援 1 年 3 ヶ月 

就労継続支援 A 型 3 年 6 ヶ月 

就労継続支援 B 型 1 年（※3 年） 6 ヶ月（※50 歳以上） 

就労定着支援 1 年 3 ヶ月 

自立生活援助 1 年 3 ヶ月 

共同生活援助 3 年 6 か月 

共同生活援助（日中サービス支援型） 3 年 3 ヶ月 

地
域
相

談
支
援 

地域移行支援 6 か月 6 か月 

地域定着支援 1 年 6 か月 

障
害
児
通
所
支
援 

児童発達支援 1 年 3 ヶ月まで毎月、以降 6 か月 

医療型児童発達支援 1 年 3 ヶ月まで毎月、以降 6 か月 

放課後等デイサービス 1 年 3 ヶ月まで毎月、以降 6 か月 

保育所等訪問支援 1 年 3 ヶ月まで毎月、以降 6 か月 

居宅訪問型児童発達支援 1 年 3 ヶ月まで毎月、以降 6 か月 
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サービス申請、更新期間について 

○障害支援区分の更新期間は 3 年ごと 

ただし、誕生月で合わせるために、最初の更新は 3 年以内の誕生月となる。 

○利用者負担上限額の更新は 1 年ごと 

 

○障害福祉サービス受給者証の更新について 

下記表ではそれぞれ居宅介護サービスを利用するものと考える（12 月が誕生月の方） 

①は 4 月にサービス利用申請、開始した場合 

②は 4 月に区分申請のみおこない、8 月からサービス利用した場合 

③は 8 月に区分申請のみおこない、12 月中にサービス利用申請した場合（初月は自動更新） 

 

 1年目 2年目 3年目 4年目 

 4月 8月 12月 4月 8月 12月 4月 8月 12月 4月 8月 12月 

A   

 

  

 

      

B   

 

  

 

      

C      

 

 

 

    

 

   障害支援区分更新 

サービス更新 サービス更新 サービス更新 

自己負担額更新 自己負担額更新 自己負担額更新 

   障害支援区分更新 

サービス更新 サービス更新 

自己負担額更新 自己負担額更新 

サービス更新 

自己負担額更新 

   障害支援区分更新 

サービス更新 

自己負担額更新 

サービス更新 

自己負担額更新 


